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お客さま情報の定期的な確認に関するご協力のお願い 

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にご協力をお願いいたします 

 

近年、国際社会においてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まってお

ります。また、国内においても預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪が発生しております。  

各金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、犯

罪収益移転防止法および、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイ

ドライン」に基づいて様々な対策を進めております。  

この対策の一環として、当組合を含む各金融機関では、すでにお取引をいただいているお客さ

まに対し、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引の目的などを定期

的に確認させていただく取組みを順次行っております。  

お客さまお一人おひとりの情報を定期的に確認させていただくことは、犯罪組織やテロ組織

が偽装して金融機関を利用したり、お客さまになりすまして預金口座を不正利用したりするこ

とを防止し、金融機関をご利用いただく皆さま方の安全・安心にも繋がる取組みともなります。

お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解ご協力くださいますようお願い申し上げ

ます。  

 

お客さまへの確認事項  

【個人・個人事業主のお客さまの場合】 

① 氏名、住所および電話番号  

② ご職業およびお勤め先  

③ お取引目的 等 

 

【法人・団体のお客さまの場合】 

 ① 法人・団体の名称および主たる事務所の所在地、電話番号 

② 事業内容  

③ お取引目的 

④ 実質的支配者 等  

 

当組合ではお客さま情報は、原則として、ダイレクトメールによりご確認させていただきま

す。また上記以外の内容につきましても、お伺いさせていただく場合がございますので、ご回答

へのご協力をどうかお願い申し上げます。 

なお、全国の金融機関が、一斉に同様な形で、お客さま情報確認をさせていただいており、そ

れに乗じた金融機関を騙った詐欺も懸念されます。どうかご注意ください！！ 

お客さまの情報確認にあたって、当組合職員が電話で暗証番号や各種パスワード等をお尋ね

することやウェブサイトに誘導したうえで暗証番号の入力を求めることは一切ございません。

金融機関や警察、銀行協会等を騙る詐欺にも十分ご注意ください。  



よくあるご質問  

Ｑ．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策とは何ですか？  

Ａ．マネー・ローンダリングとは、犯罪や違法な方法・行為により得た資金を、架空または他人

名義の口座等を利用して、転々と送金を繰り返すことで、その出所をわからなくし捜査機関

による犯罪収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいいます。また、テロリストなどへ資

金援助することを目的として架空名義や正規の取引を装って口座を利用する行為など、金

融機関はこれらの犯罪行為に対し有効な防止策をとる必要があります。  

 

Ｑ.なぜ、詳細な情報まで回答しなければならないのですか？ 

Ａ．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に関する取り組みについては、金融庁から  

  2018年 2月にガイドラインが公表されるなど、近年その重要性が急速に高まっておりま

す。当組合ではガイドラインに基づきお客様情報の確認を行っております。 

当組合をご利用いただいているお客さまの情報を定期的に確認させていただくものであり、

特定のお客さまに向けてご案内するものではございません。当組合のマネー・ローンダリ 

ング及びテロ資金供与対策の一環として、幅広くお客さまにご協力をお願いしているもの 

です。ご理解のうえご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ.回答を拒んだ場合には、口座を利用するうえで不都合は生じますか？  

Ａ. 現時点では、不都合が生じることはございませんが、将来的な対応は未定となっておりま

す。本取り組みを通じ、健全な金融システムを構築することで、お客さまに今後も安全に

お取引いただけるように努めております。お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解

のほどお願いいたします。  

 

Ｑ.家族で取引をしているが、1人しか郵便物（封書）が届かなかったのはなぜですか？  

Ａ.今回のご案内の対象となる方や、通知のタイミングはお客さまにより異なります。ご案内が

ございましたら、お手続きをお願いします。  

 

Ｑ.口座名義人が亡くなっている場合には、回答が必要ですか？  

Ａ.ご回答は不要です。別途、相続手続きが必要となる場合がございますので、お手数をおかけ

しますが、お取引店舗へご連絡ください。  

 

Ｑ.名前、住所、電話番号等が変更となっているが、この回答をすれば他の手続きは必要あり

ませんか？  

Ａ．各種変更のお手続きが必要となります。お手数をおかけしますが、お取引店舗へご連絡の

うえ、お手続きをお願いいたします。 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

東信用組合 本部 業務推進部 03-3622-7156  

 


